
（ ）

連絡先 昨年度
電話番号 整理番号

担当課名

対象

事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） 活動指標

活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）

成果指標

(5+10+11)

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（１） 00029

事務事業名称 区役所本庁舎施設整備 款 02 項 01 目 05 事業 008 整理番号 030

現担当課名 経理課 係名 庁舎管理係 1533 030

投資事業

事業開始 平成24年度 実行計画事業 目標 03

上位施策No・施策名 09 持続可能な環境にやさしい住宅都市づくり 予算事業区分

令和元年度
経理課 事業評価区分 一般

令和元年度　事務事業の概要（Ｐｌａｎ）

施策 09 計画事業 01

本庁舎 根拠
法令
等

（１）

（２）

○省エネ機器の導入など、効率化を図りながら、庁舎建
物及び設備の経年劣化による不具合の解消と予防保全を
図る。

指標名（１） 整備実施件数

指標説明

指標名（２）

指標説明
○区役所本庁舎の施設や設備に係る大規模な工事等
を行う。

指標名（１）
工事進捗率

指標説明

指標名（２）

指標説明

指標、総事業費・コスト把握（Ｐｌａｎ・Ｄｏ）
区分 単位

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度 令和元年度

実績 計画 実績
計画

(目標値)
実績 計画 対計画比(%)

予算執行率
(%)

活動指標（１） 1 件 2 2 2 3 4 3 133.3 68.8

活動指標（２） 2

成果指標（１） 3 ％ 100 100 100 100 100 0 100.0

成果指標（２） 4

事業費 5 千円 153,451 223,877 203,587 67,953 46,756 136,917
特記事項

0 0 0

67,860

（内）投資的経費等 6 千円 0 0 0

（内）委託費 7 千円 153,451 223,784 203,585 46,754 136,824

職
員
数

常勤職員数（再任用含） 8 人 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

上記以外の職員 9 人 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人
件
費

常勤職員分（再任用含） 10 千円 859 859 843 843 872 872

上記以外の職員 11 千円 0 0 0 0 0 0

総事業費
12 千円 154,310 224,736 204,430 68,796 47,628 137,789

単位当たりコスト
13 円 77,155,000 112,368,000 102,215,000 22,932,000 11,907,000 45,929,667

(12÷1)

財
源

受益者負担分 14 千円 0 0 0 0 0 0

国からの補助金等 15 千円 0 0 0 0 0 0

都からの補助金等 16 千円 0 0 0 0 0 0

その他の補助金等 17 千円 0 0 0 0 0 0

特定財源計
18 千円 0 0 0 0 0 0

(14+15+16+17)

差引：一般財源
19 千円 154,310 224,736 204,430 68,796 47,628 137,789

(12-18)

受益者負担比率
20 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(14÷12)



IP27PAA2

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（２）

令和元年度　事業実施状況（Ｄｏ） 整理番号 030

主な取組

内　　容 規模 単位 事業費（千円)

本庁舎中棟昇降機設備改修工事 27,126

本庁舎東棟副電気室空調機取替工事 8,368

本庁舎西棟４階空気調和機冷温水コイル取替工事 2,624

その他（ 設計業務委託ほか ） 8,638

事業実績

　本庁舎中棟の昇降機の改修工事のほか、空調設備の更新等を実施しました。
　本庁舎西棟・分庁舎照明設備LED化のために改修工事実施設計業務委託を行いました。

令和元年度　評価と課題（Ｃｈｅｃｋ）

事業開始当初から現在
までの環境の変化と
事業に対する意見（期
待・要望・苦情等）

　老朽化した庁舎の保全と設備機器の機能維持のため、これまでにコージェネレーションシステム機
器の更新や外壁等補修工事を実施してきました。
　今後も引き続き、既存不適格となっているエレベーターや、照明設備の改修のほか、空調換気設備
の更新等を行っていく必要があります。
　また、行政ニーズの高まりから業務の複雑化に伴う組織改正による職員の増加、定型業務の効率化
による委託業務従事者の急増による執務スペースの狭あい解消だけでなく、会議室や倉庫の拡充につ
いての要望が職員から寄せられています。

事業の今後（3～5年）
の予測と方向性

　本庁舎は増改築と大規模改修から25年以上が経過し、経年劣化が進んでおり、機能不良により庁舎
が本来の機能を失わないよう、予防を含め工事や設備機器の更新を実施していきます。その際には、
環境・省エネに配慮するなど、施工方法や機器の導入は、将来の本庁舎の更新時期を踏まえ、全庁的
な検討を行っていきます。

計画（目標値）に対す
る実績
（指標の分析等）

　当初計画の事業目的は達成しました。
　本庁舎中棟昇降機設備改修工事のほか、空調設備の更新等を実施しました。昇降機の既存不適格解
消は残すところ中棟連絡用昇降機の１基となり、令和２年度に全て解消される見込となりました。
　また、当初計画にはなかった本庁舎東棟３階更衣室改修工事を実施し、執務スペースの拡大を行い
ました。
　会議室については、廃止した喫煙所跡地を会議室に改修するなどし、会議室の拡充を実施しました
が、引き続き対応策を検討していきます。
　令和２年度の照明設備のLED化改修工事に向け、実施設計業務委託を行いました。

評価と課題

　令和元年度は「本庁舎中棟昇降機設備改修工事」等を計画どおり実施することができました。
　しかし、本庁舎においては引き続き「本庁舎中長期修繕計画」に基づき、機器交換や設備修繕を進
めていきますが、実施にあたっては多大な経費を必要とするため、優先順位を設けるなどの検討を行
い、適切かつ計画的に進めていきます。
　さらに、本庁舎東棟を含む本庁舎全体の更新については、新型コロナウイルス感染症の影響による
景気の落ち込みを踏まえ、全庁的に検討を行っていきます。

令和 3年度の方針（Ａｃｔｉｏｎ）
予算の方向性
（見直しの視点）

　Ⅰ.事業コストの方向性 現状維持

　Ⅱ.事業の改善の方向性 手段・方法の見直し（改善）

予算の方向性の理由・
内容

　平成19年度に策定した「本庁舎中長期修繕計画」に基づき、機器の交換や設備の更新を進めていく
必要があり、老朽化した機器の更新等においては、環境・省エネを考慮した機器の導入についても積
極的に取り組んでいきます。
　具体的には、既存不適格となっている特定天井の改修工事や区庁舎の照明設備のLED化改修工事を
実施します。
　今後も財政状況が厳しい中で経費の大幅な増加が見込まれるため、設備更新の優先順位を設けるな
どの検討を行い、庁舎建物及び設備の経年劣化による不具合の解消と予防保全を適切かつ計画的に進
めていきます。



（ ）

連絡先 昨年度
電話番号 整理番号

担当課名

対象

事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） 活動指標

活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）

成果指標

(5+10+11)

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（１） 00435

事務事業名称 環境保全の普及啓発 款 06 項 01 目 01 事業 002 整理番号 444

現担当課名 環境課 係名 庶務係 3703 453

既定事業

事業開始 平成 9年度

上位施策No・施策名 09 持続可能な環境にやさしい住宅都市づくり 予算事業区分

令和元年度
環境課 事業評価区分 一般

令和元年度　事務事業の概要（Ｐｌａｎ）
区民一般、事業者等、区内全般 根拠

法令
等

（１） 環境基本法

（２） 杉並区環境清掃審議会条例

○有識者や各種環境団体代表及び公募区民からなる環境
清掃審議会の意見を環境行政に反映していく。
○区民の環境問題に対する意識をより一層高めていく。

指標名（１） 環境清掃審議会の開催回数

指標説明

指標名（２） 環境白書の発行部数

指標説明
○環境基本法（平成5年法律第99号）第44条の規定
に基づく区長の附属機関である環境清掃審議会の開
催や運営等、区の環境保全並びに廃棄物の適正な処
理及び再利用の促進に関して必要な事項の調査審議
に係る事務を行う。
〇環境基本計画（環境配慮行動指針含む）の策定等
に関する事務を行う。
○環境基本計画の施策の状況、区の環境の現状、達
成すべき目標等を記載した環境白書の作成及び発行
を行う。

指標名（１）
環境清掃審議会での審議・報告件数

指標説明

指標名（２）
環境に配慮した取組を行っている区民の割合

指標説明 区民意向調査による

指標、総事業費・コスト把握（Ｐｌａｎ・Ｄｏ）
区分 単位

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度 令和元年度

実績 計画 実績
計画

(目標値)
実績 計画 対計画比(%)

予算執行率
(%)

活動指標（１） 1 回 8 5 4 5 2 5 40.0 38.9

活動指標（２） 2 部 600 600 600 600 830 830 138.3

成果指標（１） 3 件 21 10 14 10 7 10 70.0

成果指標（２） 4 ％ 82.0 96.5 80.8 98.0 86.2 99.0 88.0

事業費 5 千円 1,793 3,005 2,573 1,486 578 0
特記事項

①前年度事業費より10
％以上事業費が減少し
た理由は、環境基本計
画改定に係る経費（単
年度）がなかったこと
及びコロナ感染拡大防
止のため審議会が中止
になったことで委員報
酬が減少したことによ
る。

②執行残（執行率が90
％未満）の理由は、コ
ロナ感染拡大防止のた
め審議会が1回中止に
なった及び部会を行う
案件がなかったことに
よる。

③非常勤の人件費が昨
年度より減少している
理由は、令和元年度実
績からパートタイマー
人件費を予算事業「パ
ートタイマー人件費」
に移行、計上したこと
による。

0 0 0

329

（内）投資的経費等 6 千円 0 0 0

（内）委託費 7 千円 406 326 164 121 0

職
員
数

常勤職員数（再任用含） 8 人 1.53 1.50 1.59 1.50 1.60 1.50

上記以外の職員 9 人 0.50 0.80 0.85 0.80 0.50 0.50

人
件
費

常勤職員分（再任用含） 10 千円 13,144 12,887 13,397 12,639 13,949 13,077

上記以外の職員 11 千円 1,472 2,355 2,626 2,471 1,540 1,540

総事業費
12 千円 16,409 18,247 18,596 16,596 16,067 14,617

単位当たりコスト
13 円 2,051,125 3,649,400 4,649,000 3,319,200 8,033,500 2,923,400

((12-6)÷1)

財
源

受益者負担分 14 千円 0 0 0 0 0 0

国からの補助金等 15 千円 0 0 0 0 0 0

都からの補助金等 16 千円 0 0 0 0 0 0

その他の補助金等 17 千円 0 0 0 0 0 0

特定財源計
18 千円 0 0 0 0 0 0

(14+15+16+17)

差引：一般財源
19 千円 16,409 18,247 18,596 16,596 16,067 14,617

(12-18)

受益者負担比率
20 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(14÷12)



IP27PAA2

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（２）

令和元年度　事業実施状況（Ｄｏ） 整理番号 444

主な取組

内　　容 規模 単位 事業費（千円)

審議会委員報酬の支出 21 人 430

審議会運営事務 141

環境白書の作成等 7

その他（ ）

事業実績

　審議会の審議予定案件として、東京都の環境影響評価に係る事業が2件ありましたが、このうち西
武鉄道新宿線連続立体事業に係る環境影響評価書案については、新型コロナウィルス感染症拡大の影
響により、説明会と区における縦覧等が延期となったため、審議予定も延期となりました。審議会に
ついても、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い3月開催は中止としました。

令和元年度　評価と課題（Ｃｈｅｃｋ）

事業開始当初から現在
までの環境の変化と
事業に対する意見（期
待・要望・苦情等）

　環境清掃審議会は、環境の保全並びに廃棄物の適正な処理及び再利用の促進に関して必要な事項を
調査審議するため、学識経験者や公募区民等を構成員として設置しており、多岐にわたる様々な案件
について、身近な声や専門的立場から審議、検討等されています。
　また、平成8年に杉並区環境基本計画が策定され、この間、国、東京都の動向や社会情勢の変化へ
の対応や区の他の計画改定等に合わせて、当該計画の改定を行っています。
　区民の環境清掃問題は、身近なものでもあり、ますます関心は高まっています。環境清掃審議会に
おいても、地球温暖化やプラスチック削減、ごみ減量やごみの資源化、また、みどりの保全など幅広
く要望や意見がありました。

事業の今後（3～5年）
の予測と方向性

　区の新基本構想及び新総合計画の策定と並行して、新環境基本計画を策定します。令和2年度は、
その準備期間として、現行の環境基本計画の総括と評価を行い、令和3年度は、環境清掃審議会に新
環境基本計画策定について諮問し、審議会において本格的に調査審議し答申します。区は、答申に基
づき、令和4年度からの新しい環境基本計画の実施に向けて、他の計画との整合を図りながら、また
、区民等の意見を聴きながら検討、策定していきます。策定後の令和4年度以降は、区民等に広く周
知し、区の役割や責務を着実に進めるとともに、区民、事業者等と環境配慮行動についても推進して
いきます。

計画（目標値）に対す
る実績
（指標の分析等）

　環境清掃審議会は、通常は年３回程度開催し、部会については特に必要な審議案件があった場合に
開催されます。令和元年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため1回中止したことから2回の開
催となりました。
　環境に配慮した取組を行っている区民の割合は、目標には届きませんが、昨年度より5.4ポイント
増え、着実に増えており、90％弱の方たちが環境に配慮した取組を行っているという結果となりまし
た。

評価と課題

　平成30年度に改定した環境基本計画の進捗状況や施策の実施状況については、毎年度作成する環境
白書として、広く区民に公表するとともに、審議会にも報告し、いただいた意見等を施策に反映する
等行うことで、計画の着実な推進に努めました。
　今後もこうした取組を促進することで、計画の推進を図るとともに、計画の改定にも生かしていき
ます。

令和 3年度の方針（Ａｃｔｉｏｎ）
予算の方向性
（見直しの視点）

　Ⅰ.事業コストの方向性 拡充

　Ⅱ.事業の改善の方向性 現状維持

予算の方向性の理由・
内容

　令和3年度は、本格的に環境基本計画及び一般廃棄物処理基本計画の改定作業が始まります。審議
会への諮問を行い、部会を複数回開催し、基本構想、新総合計画、新実行計画等との整合を図りなが
ら集中的に審議を行うため、単年度ですが、例年に比して審議会、部会の開催回数を各々1回程度増
やす見込みです。



（ ）

連絡先 昨年度
電話番号 整理番号

担当課名

対象

事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） 活動指標

活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）

成果指標

(5+10+11)

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（１） 00436

事務事業名称 杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進 款 06 項 01 目 01 事業 003 整理番号 445

現担当課名 環境課 係名 環境活動推進係 3705 454

既定事業

事業開始 平成15年度 実行計画事業 目標 03 03

上位施策No・施策名 09 持続可能な環境にやさしい住宅都市づくり 予算事業区分

主要事業（区政経営報告書掲載事業）

令和元年度
環境課 事業評価区分 一般

令和元年度　事務事業の概要（Ｐｌａｎ）

施策 09 計画事業 01

区民、事業者、ＮＰＯ等団体、行政（区） 根拠
法令
等

（１） エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）
地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）

（２） 杉並区環境基本計画

○環境意識の啓発
○再生可能エネルギー利用機器の普及促進
○まちの省エネ化
○環境に優しく、災害に強いまちづくり

指標名（１） 低炭素化推進機器等導入助成件数

指標説明

指標名（２） 電気自動車用充電設備設置助成件数

指標説明
○区民の理解と協力、自主的な参加を促すため、環
境や省エネについて分かりやすい情報提供を行う。
○住宅や建築物の省エネ性能の向上を推進するため
、再生可能エネルギーの活用や省エネに寄与する機
器等を導入する区民に対して助成を行う。
○燃料電池自動車及び電気自動車充電設備を活用
し、クリーンエネルギーの利用を促進する。

指標名（１）
区内太陽光発電による発電量

指標説明 区内太陽光発電機器設置数より年間発電量を推計

指標名（２）
区内年間二酸化炭素排出量

指標説明 令和元年度実績値は、集計の関係上、最新の数値である
平成29年度数値を使用しています。

指標、総事業費・コスト把握（Ｐｌａｎ・Ｄｏ）
区分 単位

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度 令和元年度

実績 計画 実績
計画

(目標値)
実績 計画 対計画比(%)

予算執行率
(%)

活動指標（１） 1 件 618 500 571 500 564 500 112.8 96.7

活動指標（２） 2 件 1 7 5 7 13 7 185.7

成果指標（１） 3 万kＷh 1,804 1,913 1,870 2,020 1,932 2,150 95.6

成果指標（２） 4 ｔ-Ｃ
Ｏ2

1,600 1,652 1,548 1,640 1,575 1,634 96.0

事業費 5 千円 106,238 45,294 43,079 44,967 43,463 44,931
特記事項

成果指標（1）につい
ては、杉並産エネルギ
ーの創出をより分かり
やすくするため「区内
太陽光発電による発電
量」に変更しました。

0 0 0

979

（内）投資的経費等 6 千円 0 0 0

（内）委託費 7 千円 63,680 1,125 917 973 1,077

職
員
数

常勤職員数（再任用含） 8 人 1.66 1.80 2.00 0.80 0.80 1.15

上記以外の職員 9 人 1.80 1.40 1.00 1.75 1.40 0.95

人
件
費

常勤職員分（再任用含） 10 千円 14,261 15,464 16,852 6,741 6,974 10,026

上記以外の職員 11 千円 5,299 4,122 3,089 5,406 4,312 2,926

総事業費
12 千円 125,798 64,880 63,020 57,114 54,749 57,883

単位当たりコスト
13 円 203,557 129,760 110,368 114,228 97,073 115,766

((12-6)÷1)

財
源

受益者負担分 14 千円 0 0 0 0 0 0

国からの補助金等 15 千円 0 0 0 0 0 0

都からの補助金等 16 千円 1,400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

その他の補助金等 17 千円 0 0 0 0 0 0

特定財源計
18 千円 1,400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(14+15+16+17)

差引：一般財源
19 千円 124,398 63,880 62,020 56,114 53,749 56,883

(12-18)

受益者負担比率
20 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(14÷12)
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令和 2年度 杉並区事務事業評価表（２）

令和元年度　事業実施状況（Ｄｏ） 整理番号 445

主な取組

内　　容 規模 単位 事業費（千円)

低炭素化推進機器等導入助成 564 件 39,471

電気自動車用充電設備導入助成 13 件 158

燃料電池自動車を活用した環境学習 1,422

省エネルギー行動の推進 1,871

その他（ 電気自動車用急速充電設備電気料、保守委託等 ） 541

事業実績

　低炭素化推進機器等導入助成については、問い合わせの多い事項をリーフレットに盛り込む等、分
かりやすい周知に努め、杉並産エネルギーの創出及び区内住宅の省エネ化等を推進しました。燃料電
池自動車を活用した環境学習では、区民が公道で試運転できる体験乗車会を行うなど、参加人数の増
加につなげました。また、環境や省エネに関する展示と省エネなんでも相談窓口を年4回、各1週間程
度区役所ロビーに開設しました。さらに、太陽光発電機器に関する情報交換会や蓄電池に関する講演
会の開催等、地球温暖化対策を推進しました。

令和元年度　評価と課題（Ｃｈｅｃｋ）

事業開始当初から現在
までの環境の変化と
事業に対する意見（期
待・要望・苦情等）

　地球温暖化対策の取組として、低炭素化推進機器等導入助成については、平成15年度の太陽光発電
機器設置助成を皮切りに、平成21年度には自然冷媒ヒートポンプ給湯器、平成22年度には家庭用燃料
電池を助成項目に追加する等、社会情勢や区民ニーズ等をもとに助成内容の見直しを図り、時代に合
った効果の高い助成制度を目指しています。その他、燃料電池自動車を使用した環境学習や電気自動
車用充電設備の設置助成、省エネ相談など各種事業を組み合わせ、杉並区の二酸化炭素排出量に占め
る割合の高い家庭部門を中心とした、産エネルギーの創出・省エネ化等を推進しています。
　低炭素化推進機器等導入助成については、多くの需要があり好評です。

事業の今後（3～5年）
の予測と方向性

　近年の環境問題の中で、大きな脅威として気候変動があげられ、その要因の一つである地球温暖化
対策に関しては、国は平成27年パリ協定に基づき策定した「地球温暖化対策計画」について、更なる
削減努力をしていく方針に基づいて見直しを進めています。区でも、令和4年度に杉並区環境基本計
画の改定を予定しており、指標や目標など見直していきます。地球温暖化対策が喫緊の課題と言われ
る中、杉並区の二酸化炭素排出量の約半数を占める家庭部門を中心とした低炭素化推進の施策は重要
性が増しています。今後も、区の普及啓発事業の取組等によって、区民の二酸化炭素排出抑制の意識
が向上し、低炭素化推進機器等導入助成等への需要は引き続き高まるものと予測しています。

計画（目標値）に対す
る実績
（指標の分析等）

　成果指標である区内太陽光発電機器による発電量は目標に達しませんでした。これは低炭素化推進
機器等導入助成のうち、太陽光発電の自家消費等に活用できる蓄電池の助成件数が倍増する等、太陽
光発電機器以外の助成申請が多かったこと等が要因の一つと考えられます。これら様々な機器の導入
助成により、杉並産エネルギーの創出や省エネは推進されており、結果的に二酸化炭素排出量は抑制
されていますが、太陽光発電機器については災害時の非常用電源としての周知を行う等、今後も普及
の増加を図る必要があります。もう一つの成果指標の区内年間二酸化炭素排出量は目標を達成してい
ますが、二酸化炭素排出量については更なる軽減が重要なため、引き続き事業の推進が必要です。

評価と課題

　低炭素化推進機器等導入助成については二酸化炭素排出量の抑制に寄与し、年度途中での申込み終
了後も問合わせが多く令和2年度以降も多くの需要を見込んでいます。住宅都市杉並の特性を生かし
杉並産エネルギーの創出に向けて屋根等の活用が可能な太陽光発電の普及を図っていますが、成果指
標の太陽光発電の発電量は目標が未達成なことから今後蓄電池と併せた災害時の非常用電源としての
周知も行い普及増を目指していきます。電気自動車用充電設備導入助成は着実に実績が増えており自
動車等の運輸部門における二酸化炭素排出量抑制に繋がっています。また燃料電池自動車を活用した
環境学習は参加者が増える等クリーンエネルギーの周知に効果がありましたが、令和3年度にリース
期間が満了となることからこの間の成果や国内販売台数等を参考にして今後のあり方を検討します。

令和 3年度の方針（Ａｃｔｉｏｎ）
予算の方向性
（見直しの視点）

　Ⅰ.事業コストの方向性 拡充

　Ⅱ.事業の改善の方向性 手段・方法の見直し（改善）

予算の方向性の理由・
内容

　低炭素化推進機器等導入助成については、今後も多くの需要を見込んでいますが、施策指標でもあ
る区内太陽光発電による発電量の目標を達成していないことから、目標値達成に向け、助成内容の見
直しと一層の周知等に努めていきます。また、電気自動車用充電設備導入助成については、着実に申
請件数が伸びていますが、電気自動車の普及は、二酸化炭素排出抑制につながるだけでなく、災害時
に電気が使えること等から、災害対策の視点からも充実を図ることが求められます。一方、燃料電池
自動車を活用した環境学習については、令和3年度にリース期間が満了となることから、この間の成
果や国内の販売台数、水素ステーションの設置状況等を踏まえて、今後のあり方を検討します。



（ ）

連絡先 昨年度
電話番号 整理番号

担当課名

対象

事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） 活動指標

活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）

成果指標

(5+10+11)

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（１） 00438

事務事業名称 環境配慮行動の推進 款 06 項 01 目 01 事業 004 整理番号 446

現担当課名 環境課 係名 環境活動推進係 3704 455

既定事業

事業開始 平成13年度 実行計画事業 目標 03

上位施策No・施策名 09 持続可能な環境にやさしい住宅都市づくり 予算事業区分

主要事業（区政経営報告書掲載事業）

令和元年度
環境課 事業評価区分 一般

令和元年度　事務事業の概要（Ｐｌａｎ）

施策 09 計画事業 03

区民、環境団体、事業者 根拠
法令
等

（１） 環境基本計画

（２） 杉並区レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例

○環境配慮行動を推進するため、区立小中学校の児童・
生徒を対象とした「小中学生環境サミット」を実施し、
各校の環境に係る取組内容や環境問題への意識を共有す
る。
○区・区民・事業者が協力連携し、レジ袋有料化等の方
法により区内で使用されているレジ袋を削減する。

指標名（１） 環境学習個別学校支援校

指標説明

指標名（２） レジ袋有料化実施店舗数

指標説明 平成30年度実績値は、集計の関係上、最新の数値である
平成29年度数値を使用しています。○小中学生が自校で行っている環境に係る取組を発

表し、意見交換を行う。
○「杉並区レジ袋有料化等の取組の推進に関する条
例」の対象事業者に対し、「レジ袋有料化計画書」
「レジ袋有料化等結果報告書」の提出依頼を行い、
マイバック等持参率60％の達成に向け助言等を行う
。
○マイバック推進連絡会を開催するとともに、イベ
ント等で啓発活動を行う。

指標名（１）
小中学生環境サミット

指標説明

指標名（２）
マイバック等持参率が60％を超えた店舗数

指標説明 令和元年度実績値は、集計の関係上、最新の数値である
平成30年度数値を使用しています。

指標、総事業費・コスト把握（Ｐｌａｎ・Ｄｏ）
区分 単位

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度 令和元年度

実績 計画 実績
計画

(目標値)
実績 計画 対計画比(%)

予算執行率
(%)

活動指標（１） 1 校 38 33 35 34 33 36 97.1 87.4

活動指標（２） 2 店 40 60 40 60 43 60 71.7

成果指標（１） 3 人 82 155 56 170 85 100 50.0

成果指標（２） 4 店 43 60 42 60 45 60 75.0

事業費 5 千円 2,656 3,094 2,558 4,340 3,794 4,311
特記事項

　事業費残については
、小中学生環境サミッ
トの学校支援事業委託
料の残やマイバッグキ
ャンペーンに使用する
イレンジャー衣装等の
クリーニング代の残等
により、執行率が87.7
％になりました。
　活動指標（1）につ
いては、「小中学生環
境サミット発表会参加
校」でしたが、計画(
目標値）と実績が乖離
しているとの外部評価
の意見がありました。
実計に合わせて変更し
ます。
　成果指標（1）の計
画（目標値）について
は、実績に合わせて修
正をしました。

0 0 0

2,676

（内）投資的経費等 6 千円 0 0 0

（内）委託費 7 千円 1,569 1,886 1,420 2,168 2,734

職
員
数

常勤職員数（再任用含） 8 人 1.10 1.40 1.50 1.10 1.20 1.02

上記以外の職員 9 人 0.80 0.60 0.75 1.25 1.30 0.95

人
件
費

常勤職員分（再任用含） 10 千円 9,450 12,027 12,639 9,269 10,462 8,892

上記以外の職員 11 千円 2,355 1,766 2,317 3,861 4,004 2,926

総事業費
12 千円 14,461 16,887 17,514 17,470 18,260 16,129

単位当たりコスト
13 円 380,553 511,727 500,400 513,824 553,333 448,028

((12-6)÷1)

財
源

受益者負担分 14 千円 0 0 0 0 0 0

国からの補助金等 15 千円 0 0 0 0 0 0

都からの補助金等 16 千円 0 0 0 0 0 0

その他の補助金等 17 千円 0 0 0 0 0 0

特定財源計
18 千円 0 0 0 0 0 0

(14+15+16+17)

差引：一般財源
19 千円 14,461 16,887 17,514 17,470 18,260 16,129

(12-18)

受益者負担比率
20 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(14÷12)
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令和 2年度 杉並区事務事業評価表（２）

令和元年度　事業実施状況（Ｄｏ） 整理番号 446

主な取組

内　　容 規模 単位 事業費（千円)

小中学生環境サミット開催 2,256

レジ袋削減推進、マイバッグ運動の推進、消耗品の購入、通信費ほか 1,538

その他（ ）

事業実績

　小中学生環境サミットでは、11校の小中学校が参加し、令和2年1月に発表会を開催するとともに、
2月には、区役所ロビーで発表会のパネル展示を行いました。このほか、サミット参加校以外の学校
に対しても個別学校支援を実施し、サミット参加校を含む計33校に環境学習コーディネーター等を派
遣しました。レジ袋削減では、環境フェアでの啓発キャンペーン、プラスチックごみによる海洋汚染
を伝えるパネル展示や、マイバッグキャンペーンin七夕まつりでリユース食器の展示紹介等を行い、
区民の環境配慮行動に対する一層の周知を図りました。

令和元年度　評価と課題（Ｃｈｅｃｋ）

事業開始当初から現在
までの環境の変化と
事業に対する意見（期
待・要望・苦情等）

　小中学生環境サミットは、それまでの中学生環境サミットに平成27年度から小学生も対象に加え、
小中学生が広く参加する形式となりました。毎年度、10～14校が参加しており、発表会に参加した児
童・生徒や観覧した保護者、学校からは概ね好評を得ていますが、環境に対する学びを深めるため、
同サミットの開催方法の工夫等を求める意見があります。また、レジ袋削減については、国や他自治
体に先駆け、レジ袋多量使用事業者にレジ袋使用抑制の取組を求めるとともに、マイバッグを推進す
るキャンペーン等の実施により区民の行動変容を促していますが、廃プラスチックによる海洋汚染等
の影響もあり、レジ袋を含むワンウェイプラスチック削減の取組を求める意見があります。

事業の今後（3～5年）
の予測と方向性

　小中学生環境サミットは、参加した保護者、学校からも好評を得ていることから、学校の負担が重
くならない工夫を継続し、参加した児童生徒、保護者等の感想を様々な方法により発信するとともに
、開催方法の見直しを行う等により、参加者数の増加を目指していきます。
　レジ袋削減については、国がプラスチックの資源循環を総合的に推進するため、令和2年7月から小
売事業者にレジ袋有料化を義務づけたことから、区においても、有料化による今後のレジ袋削減の動
向を見極めたうえで、区のワンウェイプラスチック削減を含めた取組の方向性等を検討していくこと
が求められます。

計画（目標値）に対す
る実績
（指標の分析等）

　成果指標である小中学生環境サミットの発表会参加者数については、参加校以外の学校に対しても
環境学習個別学校支援を幅広く実施することや、学校の負担が重くならないサミットの開催の工夫等
により、参加校の増につなげ、発表会参加者数の増を目指します。
　もう一つの成果指標であるマイバッグ等持参率60％を超えた店舗数については、目標を達成してお
りませんが、令和元年度において、前年度比3店舗の増となった店舗はレジ袋の有料化に取り組んで
おり、有料化が使用抑制に有効な手段であることが推測されます。令和2年7月から小売事業者のレジ
袋有料化に伴い、目標達成度合いが増加するものと予測されます。

評価と課題

　小中学校への環境学習個別学校支援はサミット参加校以外の学校に対しても実施しており、参加校
を含めると毎年30校以上に行っており、令和元年度は延べ833人の環境学習コーディネーター等の派
遣により、児童・生徒の環境配慮行動への周知啓発を図りました。サミット参加校からは好評を得て
いることから、今後、参加校を増やすためテーマのあり方や実施方法等、参加しやすい手法について
学校側と見直しを進めます。レジ袋削減の取組は、有料化に取り組むスーパーのマイバッグ等持参率
が80％台となる一方で、声掛けが主なコンビニでの持参率は20％台と低くなっています。令和2年7月
からの国のレジ袋有料化によりマイバッグ等持参率に影響が見込まれることから、その推移を見極め
つつレジ袋等のワンウェイプラスチックの削減に向けた更なる取組を検討していきます。

令和 3年度の方針（Ａｃｔｉｏｎ）
予算の方向性
（見直しの視点）

　Ⅰ.事業コストの方向性 現状維持

　Ⅱ.事業の改善の方向性 手段・方法の見直し（改善）

予算の方向性の理由・
内容

　小中学生環境サミットや環境学習個別学校支援は、小中学校の児童・生徒による河川や生き物調査
、ごみ問題、海洋プラスチック問題等についての学習成果を共有する等、重要な事業ですが、令和2
年度は、新型コロナウイルス感染症対策による学校の臨時休校等により、例年どおりの実施が難しく
なっています。令和3年度以降の実施に関しては、教育委員会や環境学習コーディネーターと情報共
有を密に行い、学校が参加しやすい方法等を検討します。
　レジ袋削減については、引き続き有料化を含めた総合的な取組を区内事業者に求めつつ、小売事業
者全体への有料化による効果を見極めるとともに、レジ袋等ワンウェイプラスチックの削減に向けた
啓発手法等について見直しを図っていきます。



（ ）

連絡先 昨年度
電話番号 整理番号

担当課名

対象

事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） 活動指標

活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）

成果指標

(5+10+11)

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（１） 00439

事務事業名称 安全美化条例に基づく生活環境の改善 款 06 項 01 目 01 事業 005 整理番号 447

現担当課名 環境課 係名 生活環境担当係 3707 456

既定事業

事業開始 昭和54年度 実行計画事業 目標 03

上位施策No・施策名 09 持続可能な環境にやさしい住宅都市づくり 予算事業区分

令和元年度
環境課 事業評価区分 一般

令和元年度　事務事業の概要（Ｐｌａｎ）

施策 09 計画事業 02

区民、区内滞在者、区内通過者、区内事業者、区内の公
共の場及び公共施設など、土地・建物の所有者及び管理
者

根拠
法令
等

（１） 杉並区生活安全及び環境美化に関する条例
空家等対策の推進に関する特別措置法

（２） 杉並区生活安全及び環境美化に関する条例施行規則
空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則

○路上禁煙地区での喫煙行為、区内全域での歩きたばこ
・吸い殻のポイ捨ての根絶を目指す。
○区内の公共の場などを清掃し区内全域をきれいな状態
にする。
○管理不良な空家、ごみ屋敷などをなくし良好で快適な
生活環境を維持する。

指標名（１） 路上喫煙防止指導件数

指標説明

指標名（２） 地域清掃活動従事団体数

指標説明
○路上喫煙防止パトロールは、指導実績を踏まえ、
業務委託による体制を中心に、より効果的・効率的
に行うとともに、違反者への過料徴収は、必要に応
じて実施できる体制を確保する。
○区内の公園や道路を自発的に清掃する区民や事業
者を支援する。
○管理不良な空家、ごみ屋敷などの所有者に対して
適正な管理を指導する。

指標名（１）
定点観測（中杉通り、高南通り）による吸い
殻のポイ捨て本数

指標説明 調査1回当たりの平均値

指標名（２）
地域清掃活動従事人数

指標説明

指標、総事業費・コスト把握（Ｐｌａｎ・Ｄｏ）
区分 単位

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度 令和元年度

実績 計画 実績
計画

(目標値)
実績 計画 対計画比(%)

予算執行率
(%)

活動指標（１） 1 件 865 2,000 661 2,000 553 1,000 27.7 93.1

活動指標（２） 2 団体 87 100 83 100 94 100 94.0

成果指標（１） 3 本 73 50 56 50 39 30 78.0

成果指標（２） 4 人 15,805 18,000 15,601 18,000 18,622 18,000 103.5

事業費 5 千円 20,547 20,338 19,669 69,312 64,525 25,751
特記事項

活動指標（１）の路上
喫煙防止指導件数及び
成果指標（１）の吸い
殻のポイ捨て本数は、
より少なくしていくも
ので、対計画比（％）
は低い方がよい。

0 0 0

44,765

（内）投資的経費等 6 千円 0 0 0

（内）委託費 7 千円 16,833 16,880 16,524 41,586 18,261

職
員
数

常勤職員数（再任用含） 8 人 2.50 2.50 1.90 2.50 2.55 2.50

上記以外の職員 9 人 3.50 3.50 3.76 3.50 3.50 3.50

人
件
費

常勤職員分（再任用含） 10 千円 21,478 17,731 12,417 21,065 22,231 21,795

上記以外の職員 11 千円 10,304 10,304 11,615 10,812 10,780 10,780

総事業費
12 千円 52,329 48,373 43,701 101,189 97,536 58,326

単位当たりコスト
13 円 60,496 24,187 66,113 50,595 176,376 58,326

((12-6)÷1)

財
源

受益者負担分 14 千円 0 0 0 0 0 0

国からの補助金等 15 千円 0 0 0 0 0 0

都からの補助金等 16 千円 0 0 0 0 44,404 0

その他の補助金等 17 千円 0 0 0 0 0 0

特定財源計
18 千円 0 0 0 0 44,404 0

(14+15+16+17)

差引：一般財源
19 千円 52,329 48,373 43,701 101,189 53,132 58,326

(12-18)

受益者負担比率
20 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(14÷12)



IP27PAA2

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（２）

令和元年度　事業実施状況（Ｄｏ） 整理番号 447

主な取組

内　　容 規模 単位 事業費（千円)

公衆喫煙場所の整備 14 所 44,412

環境美化巡回指導業務委託 19 人 4,631

路面表示補修委託 441 枚 6,896

安全パトロール（路上喫煙）委託 4,558

その他（ 各種看板、啓発用品の購入ほか ） 4,028

事業実績

　喫煙対策では、警備会社等への委託による巡回パトロールを継続して実施するとともに、分煙化を
図るため東京都の補助金を活用し、駅前広場や公園等区立施設の公衆喫煙場所の整備を行いました。
地域清掃活動は前年度比約3,000人増の18,000人を超える区民や地域団体に支えられ、まちの美化が
図られました。また、管理不適正な空地等の適正管理に向けた取組では、特定空家について、都市整
備部門と連携し建築物の除去等の行政代執行を実施するとともに、樹木繁茂等の調査を行い、相談事
例と併せて関係部署との連携のもと対応を図りました。

令和元年度　評価と課題（Ｃｈｅｃｋ）

事業開始当初から現在
までの環境の変化と
事業に対する意見（期
待・要望・苦情等）

　安全美化条例施行後、啓発活動・路上喫煙防止指導に努めた結果、歩きたばこや吸い殻のポイ捨て
は大幅に減少しましたが、依然ルールを守らない喫煙者が見受けられたことから、平成21年10月から
路上禁煙地区において、2,000円の過料徴収を実施しています。平成23年度からは、外部評価(事業仕
分け）の結果をふまえ、ルールからマナーへの転換を図り、警備会社及び区職員による路上禁煙地区
を中心とした区内全域の巡回パトロール体制に変更しています。意見としては、いまだに歩きたばこ
をしている人がいるので注意をしてほしいというもの等があり、巡回パトロールについては、体制を
工夫しながら実施しています。

事業の今後（3～5年）
の予測と方向性

　改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例により、屋内禁煙が進むことから屋外での喫煙の機会が
増えることが懸念されます。このため、これまで以上に非喫煙者からの屋外における喫煙に対する要
望が多くなることが予測されることから、分煙化の徹底を目指し公衆喫煙場所の設置や改善等を行う
とともに、巡回パトロールや普及啓発活動などにより、喫煙ルールの周知を図っていきます。
　管理不適正な空地等は所有者や居住者の高齢化等により、事案の解決には都市整備部門に加え、保
健福祉部門ともこれまで以上に連携を深めて対応していきます。

計画（目標値）に対す
る実績
（指標の分析等）

　成果指標である吸い殻のポイ捨て本数は目標を達成しておりますが、今後、改正健康増進法、東京
都受動喫煙防止条例の施行が浸透するにつれ、ポイ捨て増加の懸念があることや、長期的にはゼロに
近づけることが重要なことから、引き続き屋外における喫煙対策を推進する必要があります。
　地域清掃活動については、従事団体数は目標値に達していませんが昨年度より増加しており、従事
人数は目標値を上回りました。 今後、従事団体数が増えるよう周知していきます。

評価と課題

　屋外の喫煙対策については、巡回パトロールやイベント等を通じた啓発活動により、喫煙マナーは
確実に区民に浸透しつつありますが、改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例の施行により、屋外
での喫煙の増加が予測されることから、今後も公衆喫煙場所の設置や改善等に努めるとともに、巡回
指導や普及啓発活動などにより、喫煙ルールを周知し分煙化の徹底を推進していきます。
　管理不適正な空地等に関しては、都市整備部門や保健福祉部門等関連する部署と連携し迅速な対応
に努めました。近年、所有者や居住者の高齢化、また、精神的なケアを要するケースも多くなり、事
案の解決のため関係部署との連携をより一層深めていきます。

令和 3年度の方針（Ａｃｔｉｏｎ）
予算の方向性
（見直しの視点）

　Ⅰ.事業コストの方向性 現状維持

　Ⅱ.事業の改善の方向性 手段・方法の見直し（改善）

予算の方向性の理由・
内容

　吸い殻のポイ捨ては減少していますが、改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例、及び新型コロ
ナウイルス感染症予防等により、これまで以上に屋外の喫煙に対する要望も多くなることが予測され
ます。このことから、巡回パトロールをより一層工夫していくとともに、民間事業者への働きかけを
含む公衆喫煙場所の整備等を行い、公共の場所での分煙化を図っていきます。また、喫煙マナーのよ
り一層の浸透を図るため、区内各地域のイベントでの啓発活動を積極的に行っていきます。
　管理不適正な空地等への対応については、今後も関係部署との連携を深め、適切な改善が図られる
よう対応していきます。



（ ）

連絡先 昨年度
電話番号 整理番号

担当課名

対象

事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） 活動指標

活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）

成果指標

(5+10+11)

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（１） 00440

事務事業名称 カラス・ねずみ・蜂類の駆除相談 款 06 項 01 目 01 事業 006 整理番号 448

現担当課名 環境課 係名 生活環境担当係 3707 457

既定事業

事業開始 昭和40年度

上位施策No・施策名 09 持続可能な環境にやさしい住宅都市づくり 予算事業区分

令和元年度
環境課 事業評価区分 一般

令和元年度　事務事業の概要（Ｐｌａｎ）
区民、事業者 根拠

法令
等

（１） 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

（２） 杉並区ねずみ・昆虫・有害鳥獣等防除実施要綱

○繁殖期のカラスの巣（卵、ヒナ）や人命に係わるスズ
メバチの巣は、迅速に対応（撤去など）し、区民の安心
・安全を確保する。

指標名（１） カラスに関する相談件数

指標説明

指標名（２） 蜂に関する相談件数

指標説明
○繁殖期に人へ危害を加えるカラスの巣の撤去及び
ヒナの捕獲、卵の回収を行う。
○活動期のスズメバチの巣を撤去する。
○ハクビシンなどの有害鳥獣を捕獲する箱わなの設
置・処分を行う。
○ねずみ・昆虫などの駆除方法の助言等を行う。
○水害時に直接又は委託により消毒作業を行う。

指標名（１）
カラスの巣の撤去・落下ヒナの捕獲件数

指標説明

指標名（２）
蜂の巣の駆除件数

指標説明

指標、総事業費・コスト把握（Ｐｌａｎ・Ｄｏ）
区分 単位

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度 令和元年度

実績 計画 実績
計画

(目標値)
実績 計画 対計画比(%)

予算執行率
(%)

活動指標（１） 1 件 188 200 105 150 152 150 101.3 86.0

活動指標（２） 2 件 881 1,000 684 900 1,019 900 113.2

成果指標（１） 3 件 75 80 47 75 51 71 68.0

成果指標（２） 4 件 286 380 254 360 404 360 112.2

事業費 5 千円 13,658 16,365 13,715 16,013 13,778 14,239
特記事項

0 0 0

15,484

（内）投資的経費等 6 千円 0 0 0

（内）委託費 7 千円 12,785 15,844 13,210 13,327 13,706

職
員
数

常勤職員数（再任用含） 8 人 0.50 0.50 0.35 0.50 0.51 0.50

上記以外の職員 9 人 0.50 0.50 0.56 0.50 0.50 0.50

人
件
費

常勤職員分（再任用含） 10 千円 4,296 3,879 2,550 4,213 4,446 4,359

上記以外の職員 11 千円 1,472 1,472 1,730 1,545 1,540 1,540

総事業費
12 千円 19,426 21,716 17,995 21,771 19,764 20,138

単位当たりコスト
13 円 103,330 108,580 171,381 145,140 130,026 134,253

((12-6)÷1)

財
源

受益者負担分 14 千円 0 0 0 0 0 0

国からの補助金等 15 千円 0 0 0 0 0 0

都からの補助金等 16 千円 1,749 0 0 0 0 0

その他の補助金等 17 千円 0 0 0 0 0 0

特定財源計
18 千円 1,749 0 0 0 0 0

(14+15+16+17)

差引：一般財源
19 千円 17,677 21,716 17,995 21,771 19,764 20,138

(12-18)

受益者負担比率
20 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(14÷12)



IP27PAA2

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（２）

令和元年度　事業実施状況（Ｄｏ） 整理番号 448

主な取組

内　　容 規模 単位 事業費（千円)

カラスの巣の撤去、落下幼鳥等捕獲作業委託 56 件 1,334

ハクビシン等の有害鳥獣捕獲檻設置、捕獲個体回収処分委託 289 件 5,701

スズメバチの巣の駆除作業委託 404 個 5,610

その他（ 捕獲器、殺そ剤、殺虫剤等の購入、その他機器修繕 ） 1,133

事業実績

繁殖期のカラスの巣の撤去及びハクビシン等の捕獲のための箱わなの設置・捕獲、並びにスズメバチ
の巣の撤去の実施により生活環境、生態系等に係わる被害の防止及び軽減を図りました。

令和元年度　評価と課題（Ｃｈｅｃｋ）

事業開始当初から現在
までの環境の変化と
事業に対する意見（期
待・要望・苦情等）

　都は平成16年度でカラスの巣の撤去事業を終了したため、現在、民有地にできた巣で要望のあった
ものについては、区が都知事の許可を得て巣の撤去作業を行っています。
　ハクビシン等に関する被害相談や目撃情報については、引き続き数多く寄せられています。
　また、昆虫に関しては、益虫である蜂を含めた昆虫類全般が不快害虫と見なされる傾向にあります
。こうした状況の中、平成29年度から環境課に専用電話「有害鳥獣等相談110番」を設置し、区民の
不安や疑問への迅速な対応を図っています。毎年、カラスの繁殖期には、カラスの鳴き声や人への危
害などに対し苦情や巣の撤去の要望などがあります。

事業の今後（3～5年）
の予測と方向性

　カラスについては、全体的に個体数の減少がみられるものの、都の調査等からもハクビシンなどは
生息が広まっていることが予測されます。
　普及啓発及び捕獲の取組みにより、外来生物の防除、及び被害予防対策について区民の理解が深ま
り、個体数の減少や、野生鳥獣との共生の確保及び生物多様性の保全が期待できます。展示会の実施
や広報、ホームページ掲載等により外来生物問題に対する関心が高まることが予測されます。

計画（目標値）に対す
る実績
（指標の分析等）

　カラスの巣の撤去・落下ヒナの捕獲件数及び蜂の巣の駆除件数は、毎年度変動が大きく予測が困難
な状況にありますが、引き続き普及啓発や捕獲、駆除を行い被害拡大を抑制し、区民の安全・安心に
資する取組を進めていきます。

評価と課題

　カラスの巣の撤去を中心とした有害鳥獣対策や、スズメバチの巣の撤去については、引き続き区民
の安全･安心を確保する観点から区民の駆除等の要望に適切に対応するとともに、蚊などの害虫の発
生抑制については一層の周知に努めていきます。
　このうち、ハクビシン等については、東京都の資料等によると都全体で捕獲数は増加傾向であり、
区での捕獲数も増加しています。アライグマ・ハクビシン防除計画等に基づいて東京都との連携を、
これまで以上に強化するとともに、特定外来生物等への知識や対応についての情報収集に努め、ＯＪ
Ｔの活用などを通じて組織として対応を強化していきます。

令和 3年度の方針（Ａｃｔｉｏｎ）
予算の方向性
（見直しの視点）

　Ⅰ.事業コストの方向性 現状維持

　Ⅱ.事業の改善の方向性 手段・方法の見直し（改善）

予算の方向性の理由・
内容

　カラスの巣及びスズメバチの巣の撤去、ハクビシン等の対応については、引き続き専門業者に委託
し迅速、適切な対応を図り区民サービスの向上につなげます。
　アシナガバチの巣の撤去等、個人対応が可能な案件については、相談者に分かりやすく説明し対応
をお願いしていきますが、個人での撤去が困難な案件等については、状況を的確に捉え柔軟に対応し
ていきます。また、蚊などの害虫の発生抑制については、より分かりやすい周知となるよう工夫に努
めます。
　このほか、相談が数多く寄せられているハクビシン等の対応については、東京都と緊密に連携をと
りながら情報共有を図り、生活環境への被害の軽減や生息域の拡大の防止に努めていきます。



（ ）

連絡先 昨年度
電話番号 整理番号

担当課名

対象

事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） 活動指標

活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）

成果指標

(5+10+11)

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（１） 00441

事務事業名称 公害等防止 款 06 項 01 目 02 事業 001 整理番号 449

現担当課名 環境課 係名 公害対策係 3713 458

既定事業

事業開始 昭和46年度

上位施策No・施策名 09 持続可能な環境にやさしい住宅都市づくり 予算事業区分

令和元年度
環境課 事業評価区分 一般

令和元年度　事務事業の概要（Ｐｌａｎ）
区民、事業者等 根拠

法令
等

（１） 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確
保条例）

（２） 公害紛争処理法

○騒音、振動、悪臭、大気汚染、土壌汚染等の公害の発
生を防ぎ、区民の健康と生活環境を確保する。

指標名（１） 立入調査指導数

指標説明

指標名（２） 公害苦情相談受付件数

指標説明
○工場、建設解体工事、店舗、住宅等の公害の発生
源に対し、法令等に基づき規制・指導を行う。
○事業者に対し、アスベスト、土壌汚染、地下水汚
染、化学物質の適正使用等を指導する。
○公害に関する苦情・相談に対応する。

指標名（１）
苦情完結率

指標説明 苦情完結件数÷苦情件数

指標名（２）

指標説明

指標、総事業費・コスト把握（Ｐｌａｎ・Ｄｏ）
区分 単位

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度 令和元年度

実績 計画 実績
計画

(目標値)
実績 計画 対計画比(%)

予算執行率
(%)

活動指標（１） 1 件 318 350 377 350 381 350 108.9 68.9

活動指標（２） 2 件 176 200 191 200 174 200 87.0

成果指標（１） 3 ％ 79 75 69 75 41 75 54.7

成果指標（２） 4

事業費 5 千円 2,113 2,291 1,890 2,405 1,658 2,312
特記事項

①事業費が前年度比10
％減の理由：公害苦情
に伴う調査委託費の減
等のためです。
②執行残の理由：印刷
物の発行及び公害苦情
に伴う調査委託がなか
ったためです。

0 0 0

1,624

（内）投資的経費等 6 千円 0 0 0

（内）委託費 7 千円 1,112 1,766 1,508 1,151 1,528

職
員
数

常勤職員数（再任用含） 8 人 3.54 4.00 4.11 4.10 4.28 3.50

上記以外の職員 9 人 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人
件
費

常勤職員分（再任用含） 10 千円 24,168 28,120 28,643 28,559 30,983 24,183

上記以外の職員 11 千円 1,413 0 0 0 0 0

総事業費
12 千円 27,694 30,411 30,533 30,964 32,641 26,495

単位当たりコスト
13 円 87,088 86,889 80,989 88,469 85,672 75,700

((12-6)÷1)

財
源

受益者負担分 14 千円 32 48 26 48 41 48

国からの補助金等 15 千円 0 0 0 0 0 0

都からの補助金等 16 千円 49,253 0 48,409 0 47,858 0

その他の補助金等 17 千円 0 0 0 0 0 0

特定財源計
18 千円 49,285 48 48,435 48 47,899 48

(14+15+16+17)

差引：一般財源
19 千円 △21,591 30,363 △17,902 30,916 △15,258 26,447

(12-18)

受益者負担比率
20 ％ 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2

(14÷12)



IP27PAA2

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（２）

令和元年度　事業実施状況（Ｄｏ） 整理番号 449

主な取組

内　　容 規模 単位 事業費（千円)

公害監視、調査、指導 1,625 件 384

公害苦情、相談への対応 174 件 260

光化学スモッグ注意報等の周知 5 回 344

アスベスト対策（一般環境中のアスベスト調査） 2 所 311

その他（ 公害防止意識の啓発等 ） 359

事業実績

　都環境確保条例に基づく工場認可をはじめ、土壌汚染状況調査報告、特定建設作業等の各種届出を
受理し、公害の未然防止に努めました。アスベスト飛散防止対策では、アスベスト除去工事現場への
事前立入調査（65件）や建築部局との合同パトロール（3回）を実施しました。
　区民等から、建築物の解体工事や近隣の騒音・振動など計174件の苦情相談を受け、現場調査や指
導助言等を行い、問題解決に取り組みました。光化学スモッグ注意報の発令時には、防災無線、保育
園等へのＦＡＸ送付、懸垂幕の掲出等による周知を行い、健康被害の発生防止に努めました。

令和元年度　評価と課題（Ｃｈｅｃｋ）

事業開始当初から現在
までの環境の変化と
事業に対する意見（期
待・要望・苦情等）

　公害が社会問題となって以降、工場等への規制やディーゼル車規制、道路交通騒音対策等により、
区内環境の改善が図られてきました。現在はアスベストが使用された建築物が解体時期を迎え指導対
象が増加しているほか、土壌汚染対策として汚染地台帳の整備など新たな対応も求められています。
　区民からの苦情相談では、建設解体工事に伴う騒音・振動に関する内容が最も多く、そのほかにも
解体工事によるアスベスト飛散への不安、飲食店等の臭気、近隣同士の生活音等に関する苦情なども
増加傾向にあります。発生源への指導による騒音等の軽減や騒音計等の貸出などを通じ理解や感謝を
得る一方、建設解体工事の中止を求めるものや、区では対応困難な近隣トラブルの解決を求めるもの
も多く寄せられており、対応に苦慮しています。

事業の今後（3～5年）
の予測と方向性

　建物の解体に伴う騒音・振動、アスベスト飛散への不安の声は依然として多く、老朽化した建築物
の建替等が進む中で、今後も同様の傾向が続くと予想されます。引き続き建築部局等と連携し、指導
の充実を図ることが必要です。
　令和3年度以降、大気汚染防止法の改正によりアスベスト対策が強化され、指導対象の拡大に伴う
事前相談や届出、立入調査の大幅な増加が予測されており、事業者への周知や指導が必要です。
　また、飲食店等の臭気や営業音、近隣同士のコミュニケーション不足や生活スタイルの多様化に伴
う生活音への苦情が増加傾向にあります。直近では、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う外出自
粛や在宅勤務等の増加に伴い、騒音に関する苦情相談が多く寄せられています。

計画（目標値）に対す
る実績
（指標の分析等）

　成果指標である苦情完結率が目標値を下回った理由は、継続指導が必要になる事例や、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため現場への完結確認を控えたこと等によるものです。引き続き目標達成を
目指し、適切な対応に努めます。

評価と課題

　建築物の解体工事については、平成28年に開始した届出制度により対象業者を事前に把握すること
で、工事開始前の業者指導の実施や苦情発生時の迅速対応など一定の効果が得られています。アスベ
スト対策では、令和3年度以降の大気汚染防止法の改正を見据えつつ、立入調査指導の実施など引き
続き飛散防止対策の徹底を図ります。苦情相談では、複雑あるいは長期にわたる事例についても根気
強く取り組むとともに、関係各課と連携し、問題の解決に努めます。
　アスベストや土壌汚染対策、化学物質を使用する事業者は専門性が高く、対応する職員には専門知
識や技術、経験が求められます。これらを確実に継承していくことが課題であることから、都や特別
区等が実施する専門研修の受講や職場内ＯＪＴの実施等により専門性の向上を図っていきます。

令和 3年度の方針（Ａｃｔｉｏｎ）
予算の方向性
（見直しの視点）

　Ⅰ.事業コストの方向性 拡充

　Ⅱ.事業の改善の方向性 手段・方法の見直し（改善）

予算の方向性の理由・
内容

　解体工事の届出制度や土壌汚染関係法令の改正等について、事前相談や立入調査などの機会をとら
えて事業者に対し周知を図るとともに、監視指導を行います。
　令和3年度は、アスベスト関連の法改正に伴い、対象事業者や指導対象範囲が拡大されるため、関
係事業者等への周知や、事業者等からの相談・指導等の増加が見込まれます。改正内容の周知用資料
等の作成のほか、環境省が法改正に伴い統一的な届出システムの導入を予定しており、区にも一定の
負担が求められることが予想されます。
　騒音計等の測定機器類について、検定や経年劣化の状況をふまえ、入替等を計画的に実施していき
ます。



（ ）

連絡先 昨年度
電話番号 整理番号

担当課名

対象

事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） 活動指標

活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）

成果指標

(5+10+11)

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（１） 00442

事務事業名称 大気や河川水質などの環境実態調査 款 06 項 01 目 02 事業 002 整理番号 450

現担当課名 環境課 係名 公害対策係 3713 459

既定事業

事業開始 昭和46年度

上位施策No・施策名 09 持続可能な環境にやさしい住宅都市づくり 予算事業区分

令和元年度
環境課 事業評価区分 一般

令和元年度　事務事業の概要（Ｐｌａｎ）
区民、行政（国、東京都、杉並区） 根拠

法令
等

（１） 大気汚染防止法
水質汚濁防止法

（２） 騒音規制法
振動規制法

○自動車等に起因する大気汚染や交通騒音、河川の水質
汚濁を防ぎ、公害から区民の健康・生活を守る。

指標名（１） 延べ調査地点数

指標説明

指標名（２）

指標説明
○大気中の窒素酸化物、硫黄酸化物、オキシダント
等を測定し、大気汚染状況を調査する。
○道路（環状7号線、青梅街道等）の交通騒音を測
定する。
○河川（神田川、善福寺川、妙正寺川）の水質、河
川・大気のダイオキシン類の調査を実施する。
○空間放射線量率を測定する。
○調査結果を区民、道路管理者（国、東京都、杉並
区）等に提供する。

指標名（１）
騒音環境基準達成率

指標説明 区内測定箇所（24地点：昼間）における環境基準達成率

指標名（２）
騒音や排気ガスが少ないと思う人の割合

指標説明 区民意向調査による

指標、総事業費・コスト把握（Ｐｌａｎ・Ｄｏ）
区分 単位

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度 令和元年度

実績 計画 実績
計画

(目標値)
実績 計画 対計画比(%)

予算執行率
(%)

活動指標（１） 1 地点 142 142 140 147 147 147 100.0 91.7

活動指標（２） 2

成果指標（１） 3 ％ 72.7 100 78.3 100 75.0 100 75.0

成果指標（２） 4 ％ 66.8 70.0 68.7 70.0 68.0 70.0 97.1

事業費 5 千円 21,527 23,782 23,355 25,299 23,187 26,463
特記事項

0 0 0

21,263

（内）投資的経費等 6 千円 0 0 0

（内）委託費 7 千円 19,623 20,248 19,953 20,036 20,783

職
員
数

常勤職員数（再任用含） 8 人 3.50 3.90 3.90 3.90 3.90 3.50

上記以外の職員 9 人 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人
件
費

常勤職員分（再任用含） 10 千円 23,824 27,260 26,873 26,873 27,670 24,183

上記以外の職員 11 千円 0 0 0 0 0 0

総事業費
12 千円 45,351 51,042 50,228 52,172 50,857 50,646

単位当たりコスト
13 円 319,373 359,451 358,771 354,912 345,966 344,531

((12-6)÷1)

財
源

受益者負担分 14 千円 0 0 0 0 0 0

国からの補助金等 15 千円 0 0 0 0 0 0

都からの補助金等 16 千円 0 0 0 0 0 0

その他の補助金等 17 千円 0 0 0 0 0 0

特定財源計
18 千円 0 0 0 0 0 0

(14+15+16+17)

差引：一般財源
19 千円 45,351 51,042 50,228 52,172 50,857 50,646

(12-18)

受益者負担比率
20 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(14÷12)



IP27PAA2

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（２）

令和元年度　事業実施状況（Ｄｏ） 整理番号 450

主な取組

内　　容 規模 単位 事業費（千円)

大気汚染常時測定 4 所 11,516

自動車交通騒音振動測定 24 所 3,257

自動車排出ガス測定 20 所 4,821

ダイオキシン類調査 7 所 1,846

その他（ 河川水質調査、空間放射線量率測定 ） 1,747

事業実績

　大気汚染の状況把握のため、区内4か所の測定室での常時監視（窒素酸化物、光化学オキシダント
等）や主要道路で自動車排出ガスを測定しました。交通騒音対策では、測定室のほか国道、都道等の
幹線道路沿いでの自動車の騒音・振動及び鉄道騒音を測定しました。令和元年度は、放射5号線の開
通に伴い測定地点を追加しました。河川の水質は神田川流域の6区合同で一斉調査を年4回実施しまし
た。ダイオキシン類は大気及び河川を調査し、空間放射線量率は区内定点3か所にて測定しました。
　各調査結果については、区ホームページ、環境白書等により公表しました。

令和元年度　評価と課題（Ｃｈｅｃｋ）

事業開始当初から現在
までの環境の変化と
事業に対する意見（期
待・要望・苦情等）

　昭和40年代から公害が社会問題化したことを受け、大気汚染や自動車騒音・振動の調査を開始しま
した。現在、多くの大気汚染物質は環境基準に適合していますが、光化学スモッグの原因となる光化
学オキシダントは環境基準未達成であり、横ばいの状態が続いています。
　道路交通騒音は、昼間は環境基準に適合する道路が増えていますが、夜間は昼間に比べ基準が厳し
く適合率は低い状態となっています。河川の水質は改善されていますが、合流式下水道による大雨等
の下水流入により一時的に悪化することがあります。その他、鉄道の連続立体化や幹線道路等の計画
に伴い、鉄道騒音や沿道の大気測定を実施しています。区民からは、交通騒音・振動、排気ガス等の
測定相談や、河川への下水流入の改善等の意見が寄せられています。

事業の今後（3～5年）
の予測と方向性

　都道などの幹線道路では低騒音舗装や遮音壁の設置など騒音対策の整備により、昼間の交通騒音は
環境基準等に適合してきている一方、夜間は自動車の走行スピードが速く基準も厳しいため、適合率
は低い状態が続いています。引き続き、東京都などの道路管理者に対し情報交換や測定資料の提供等
を通し、道路騒音・振動の低減に向けた取組が必要です。
　大気汚染は全体的には改善傾向にありますが、光化学オキシダントの環境基準達成は難しい状況で
す。発生原因の一つであるＶＯＣ（揮発性有機化合物）抑制のため、クリーニング店等化学物質を使
用する事業者に対し、より揮発性の低い化学物質への転換や排出量削減を促すとともに、国や都によ
る広域的政策と連携が必要です。

計画（目標値）に対す
る実績
（指標の分析等）

　成果指標である騒音環境基準達成率（昼間）は、幹線道路の低騒音舗装や遮音壁の設置などにより
以前に比べ環境基準に適合してきています。

評価と課題

　環境実態調査は、区内の大気、水質、騒音等の状況を把握し、調査結果をもとに道路管理者や交通
規制の所管官庁等に働きかけを行うなど区内環境の改善に活用しています。また、経年変化を把握す
ることで、区内環境の基礎的資料として変化をいち早く捉えるほか、異常時にも迅速な対応が可能で
す。調査にあたっては、道路の新設、鉄道連続立体化など区内環境の変化を考慮して取り組んでおり
、今後も継続して調査を実施し、区内の環境改善を図ります。
　更新時期を迎えている測定機器類が多いため、入替等を計画的に実施する必要があります。
　大気汚染物質や自動車騒音等の調査・測定には専門知識や技術が必要であり、職員間の継承が課題
であることから、今後も専門研修の受講や職場内ＯＪＴの実施等に取り組みます。

令和 3年度の方針（Ａｃｔｉｏｎ）
予算の方向性
（見直しの視点）

　Ⅰ.事業コストの方向性 現状維持

　Ⅱ.事業の改善の方向性 手段・方法の見直し（改善）

予算の方向性の理由・
内容

　大気汚染、水質汚濁、騒音・振動などの環境測定は、現行の規模で継続して実施することが重要で
すが、区内環境の変化、交通インフラ計画、区民要望などを考慮し、調査内容を常に見直しながら実
施します。
　令和3年度の実施規模は大きな環境の変化がない限り、令和2年度と同程度と考えていますが、更新
時期を迎えている測定機器類が多いため、入替等を計画的に実施していきます。



（ ）

連絡先 昨年度
電話番号 整理番号

担当課名

対象

事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） 活動指標

活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）

成果指標

(5+10+11)

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（１） 00443

事務事業名称 自然環境の保全 款 06 項 01 目 02 事業 003 整理番号 451

現担当課名 環境課 係名 環境活動推進係 3704 460

既定事業

事業開始 昭和60年度 実行計画事業 目標 03

上位施策No・施策名 09 持続可能な環境にやさしい住宅都市づくり 予算事業区分

主要事業（区政経営報告書掲載事業）

令和元年度
環境課 事業評価区分 一般

令和元年度　事務事業の概要（Ｐｌａｎ）

施策 09 計画事業 03

区民、環境団体 根拠
法令
等

（１） 自然環境保全法

（２） 環境基本法

○区民が生き物の名前や生息地を知ることにより自然を
身近に感じ、環境保護の意識を高める。
○動植物の生息状況を正確に把握し記録に留め、自然保
護の指標とする。

指標名（１） 広報紙「すぎなみの街と自然」発行回数

指標説明

指標名（２）

指標説明
○「自然環境調査報告書」及び「河川生物調査報告
書」を概ね5年ごとに発行する。
○広報紙「すぎなみの街と自然」を発行する。

指標名（１）
自然観察会参加人数

指標説明

指標名（２）

指標説明

指標、総事業費・コスト把握（Ｐｌａｎ・Ｄｏ）
区分 単位

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度 令和元年度

実績 計画 実績
計画

(目標値)
実績 計画 対計画比(%)

予算執行率
(%)

活動指標（１） 1 回 4 1 1 1 1 1 100.0 98.4

活動指標（２） 2

成果指標（１） 3 人 126 150 98 150 122 150 81.3

成果指標（２） 4

事業費 5 千円 376 8,278 8,169 10,269 10,102 8,327
特記事項

事業費が、前年度比23
.7％増となっているの
は、報告書作成に係る
経費の増によります。

0 0 0

10,093

（内）投資的経費等 6 千円 0 0 0

（内）委託費 7 千円 55 8,107 8,061 10,038 8,247

職
員
数

常勤職員数（再任用含） 8 人 0.60 0.70 0.53 0.80 0.89 0.78

上記以外の職員 9 人 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人
件
費

常勤職員分（再任用含） 10 千円 5,155 6,014 4,466 6,741 7,759 6,800

上記以外の職員 11 千円 0 0 0 0 0 0

総事業費
12 千円 5,531 14,292 12,635 17,010 17,861 15,127

単位当たりコスト
13 円 1,382,750 14,292,000 12,635,000 17,010,000 17,861,000 15,127,000

((12-6)÷1)

財
源

受益者負担分 14 千円 0 0 0 0 0 0

国からの補助金等 15 千円 0 0 0 0 0 0

都からの補助金等 16 千円 0 0 0 0 0 0

その他の補助金等 17 千円 0 0 0 0 0 0

特定財源計
18 千円 0 0 0 0 0 0

(14+15+16+17)

差引：一般財源
19 千円 5,531 14,292 12,635 17,010 17,861 15,127

(12-18)

受益者負担比率
20 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(14÷12)



IP27PAA2

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（２）

令和元年度　事業実施状況（Ｄｏ） 整理番号 451

主な取組

内　　容 規模 単位 事業費（千円)

自然環境調査（第7次）報告書の作成 1,950 冊 10,034

広報誌「すぎなみの街と自然」発行 1 回 68

その他（ ）

事業実績

　専門業者による調査と、区民から地域の動植物を報告してもらうアンケート調査の結果をまとめ、
「第7次自然環境調査報告書」及びその概要版を作成しました。報告書は、主に調査地点の管理者や
区立図書館等に配布し、概要版は調査協力者や区立小中学校等に配布するとともに杉並区電子地図サ
ービス（すぎナビ）への掲載を行いました。
　また、区内の自然環境を紹介する広報紙「すぎなみの街と自然」を発行し、区公式ホームページに
掲載するとともに、調査協力者や区立図書館等に配布しました。

令和元年度　評価と課題（Ｃｈｅｃｋ）

事業開始当初から現在
までの環境の変化と
事業に対する意見（期
待・要望・苦情等）

　自然環境調査は、昭和60年から開始し、概ね5年毎に第7次調査まで行っています。第6次までは調
査と報告書作成を3年間で行ってきましたが、第7次では業務の効率化を図り、作成期間を2年間に短
縮しました。河川生物調査は、昭和57年から開始し、概ね5年毎に第7次調査まで行い、調査と報告書
作成を1年間で行っています。その他、区内の自然環境を紹介する「すぎなみの街と自然」を年1回発
行しています。事業に対する意見としては、第7次自然環境調査に携わった専門家から、業務の効率
化に努めたものの生物調査の中には単年度の対応は難しいものもあることから、詳細な調査を行うた
め、調査期間延長に関する要望があります。

事業の今後（3～5年）
の予測と方向性

　令和2年度に第8次河川生物調査報告書の作成を予定し、令和4年度は第8次自然環境調査の準備（令
和5年度調査予定）を予定しています。
　自然環境調査と河川生物調査については、専門家からその継続性と精度が高く評価されており、今
後も継続することで、区の自然環境の変化を経年的に観測し、環境保全の取組の参考としていきます
。

計画（目標値）に対す
る実績
（指標の分析等）

　成果指標である自然観察会参加人数については、目標を達成しておりませんが、これは天候の影響
を受け、中止になった観察会があった等のためです。身近な昆虫や鳥から学ぶ自然観察会は、新規及
び継続的な参加希望者が多く、参加者からは概ね好評のため、今後も屋外での観察会を継続しますが
、雨天時の振替日の設定方法など工夫を図ります。調査年の天候にもよりますが、参加者募集に関す
る周知も適切に行う等により、今後の参加者は増えることが見込まれます。

評価と課題

　自然環境調査報告書と河川生物調査報告書は、専門家からその継続性と精度が高く評価されていま
す。また、区民が区内の自然環境や動植物の理解を深めるための資料として活用されています。
　一方で、報告書の内容が専門的で分かりにくいという課題があったため、概要版の作成、杉並区電
子地図サービス（すぎナビ）への調査結果の掲載など、様々な形で分かりやすい結果の公表に努めま
した。
　令和2年度の河川生物調査も見やすく分かりやすい情報発信に努めるとともに、環境省や東京都等
他機関の生物多様性情報の活用や連携などの取組も、今後の課題として研究していきます。

令和 3年度の方針（Ａｃｔｉｏｎ）
予算の方向性
（見直しの視点）

　Ⅰ.事業コストの方向性 縮小

　Ⅱ.事業の改善の方向性 手段・方法の見直し（改善）

予算の方向性の理由・
内容

　令和3年度は、調査の実施や報告書の作成年度ではないため、事業コストの方向性が縮小になって
います。令和3年度は、広報紙「すぎなみの街と自然」を発行するとともに、自然環境調査の結果に
関して令和4年度改定予定の環境基本計画等への反映や他機関の情報活用等の取組も検討します。
　自然環境調査は、概ね5年に1回の調査のため、令和4年度は、翌年度調査予定の第8次自然環境調査
の準備を行います。
　区民に対しては、報告書の内容をより分かりやすく発信することで、区内の自然環境への関心の向
上を図ります。



（ ）

連絡先 昨年度
電話番号 整理番号

担当課名

対象

事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） 活動指標

活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）

成果指標

(5+10+11)

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（１） 00455

事務事業名称 環境活動推進センター等の事業運営 款 06 項 01 目 04 事業 003 整理番号 461

現担当課名 環境課 係名 環境活動推進係 3704 471

既定事業

事業開始 平成16年度

上位施策No・施策名 09 持続可能な環境にやさしい住宅都市づくり 予算事業区分

令和元年度
環境課 事業評価区分 一般

令和元年度　事務事業の概要（Ｐｌａｎ）
区民・環境団体・団体・事業者など 根拠

法令
等

（１） 杉並区立環境活動推進センター条例

（２） 杉並区立環境活動推進センター条例施行規則

○区民や環境団体、事業者等の環境配慮行動を推進す
る。

指標名（１） 講座・講演会等の参加者数

指標説明

指標名（２） 環境団体登録数

指標説明
○環境に関する情報収集や情報提供、講座等の開設
を通じ、環境配慮行動への普及啓発を行う。
○環境団体等の交流及び連携を推進する。
○環境活動推進センターの維持管理を行う。

指標名（１）
環境に配慮した行動をしている人の割合

指標説明 区民意向調査で環境に配慮をした行動をしていると回答
した区民の割合（5設問の平均）

指標名（２）

指標説明

指標、総事業費・コスト把握（Ｐｌａｎ・Ｄｏ）
区分 単位

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度 令和元年度

実績 計画 実績
計画

(目標値)
実績 計画 対計画比(%)

予算執行率
(%)

活動指標（１） 1 人 3,840 3,900 3,945 3,950 2,695 4,000 68.2 98.5

活動指標（２） 2 団体 33 42 31 35 27 35 77.1

成果指標（１） 3 ％ 82.0 96.5 80.8 98.0 86.2 99.0 88.0

成果指標（２） 4

事業費 5 千円 75,585 77,466 77,294 81,047 79,819 85,128
特記事項

活動指標（1）につい
ては、講座・講演会等
の実施は、環境活動推
進センター講座室のみ
ではなく、他の施設や
屋外でも開催するため
、講座・講演会等の参
加者数に変更しました
。
また、これに合わせ、
成果指標（1）につい
ては、講座等による成
果をよりとらえやすい
指標とするため、「環
境に配慮した行動を行
っている区民の割合」
に変更しました。

0 0 0

35,502

（内）投資的経費等 6 千円 0 0 0

（内）委託費 7 千円 32,262 34,111 33,951 34,301 38,019

職
員
数

常勤職員数（再任用含） 8 人 1.00 1.10 1.05 1.30 1.11 1.05

上記以外の職員 9 人 0.15 0.00 0.00 0.00 0.30 0.10

人
件
費

常勤職員分（再任用含） 10 千円 8,591 9,450 8,847 10,954 9,677 9,154

上記以外の職員 11 千円 442 0 0 0 924 308

総事業費
12 千円 84,618 86,916 86,141 92,001 90,420 94,590

単位当たりコスト
13 円 22,036 22,286 21,835 23,291 33,551 23,648

((12-6)÷1)

財
源

受益者負担分 14 千円 0 0 0 0 0 0

国からの補助金等 15 千円 0 0 0 0 0 0

都からの補助金等 16 千円 0 0 0 0 0 0

その他の補助金等 17 千円 0 0 0 0 0 0

特定財源計
18 千円 0 0 0 0 0 0

(14+15+16+17)

差引：一般財源
19 千円 84,618 86,916 86,141 92,001 90,420 94,590

(12-18)

受益者負担比率
20 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(14÷12)



IP27PAA2

令和 2年度 杉並区事務事業評価表（２）

令和元年度　事業実施状況（Ｄｏ） 整理番号 461

主な取組

内　　容 規模 単位 事業費（千円)

環境活動推進センターの管理運営 33,921

リサイクルひろば高井戸の管理運営 5,906

環境活動推進センターの施設管理 39,992

その他（ ）

事業実績

　環境活動推進センターは、区民一人ひとりの環境配慮行動を推進するため、講座・講演等を実施す
るとともに、活動スペースや講座室等の貸出し等により環境団体の交流及び連携を推進し、環境団体
の活動活性化に取り組んでいます。また、同センターの運営を区から受託するＮＰＯ法人が運営する
「リサイクルひろば高井戸」では、家具・食器や衣料品・雑貨等のリユース品を販売し、令和元年度
は、家具は183件、食器は3,235件、衣料品は3,868件の販売実績があり、資源循環やごみ減量等区の
施策に大きく寄与しています。

手段・方法の見直し（改善）

令和元年度　評価と課題（Ｃｈｅｃｋ）

事業開始当初から現在
までの環境の変化と
事業に対する意見（期
待・要望・苦情等）

　環境活動推進センターは、平成16年4月に、環境に関する総合的な拠点として開設された環境情報
館が平成26年12月に高井戸へ移転する際、区民・団体等による環境活動をさらに推進するための総合
的な拠点として、名称を「環境活動推進センター」に改めたもので、環境全般に関する様々な講座・
講演会等を実施するとともに、環境団体の活動拠点として利用されています。
　この間、幅広い区民の方の参加が容易になるよう、メールによる講座・講演の申し込みを取り入れ
、利便性の向上を図りました。
　同センターは、他施設との連携や、区内全域での環境活動への関心を高める啓発事業の実施、効率
的でより効果の高い事業の見直し等が求められています。

事業の今後（3～5年）
の予測と方向性

　気候変動・地球温暖化対策や資源循環等、環境問題は世界的に取組が求められており、官民挙げて
環境負荷の低減に取り組まれている中で、更に取組を進めていくには消費者の省エネや環境保全の取
組等、行動変容が重要となります。そのためには、そのきっかけとなる効果的な講座・講演等を開催
し、多くの区民の意識啓発等を図る必要がありますが、環境団体等様々な主体と連携協力をしながら
、こうした事業を実施しているセンターの存在の重要性はさらに高まっています。

計画（目標値）に対す
る実績
（指標の分析等）

　活動指標については、環境活動推進センターの拠点以外の地域においても環境保全の重要性等の周
知を目指していることから、講座・講演会等の参加者数に変更しています。令和元年度の実績が前年
度比減の理由は、新型コロナウイルス感染症対策の影響で、例年3月に実施していた講座等が中止に
なったことが主な要因です。環境に配慮した取組を行っている区民の割合は、目標には届きませんが
、昨年度より5.4ポイント増え、着実に増えており、90％弱の方たちが環境に配慮した取組を行って
いるという結果となりました。

予算の方向性の理由・
内容

　気候変動・地球温暖化、海洋プラスチック問題等、環境問題は世界的に喫緊の課題であり、その解
決には一人一人の環境配慮行動が必要なため、今後も引き続き、区民の環境配慮行動につながる講座
・講演会の開催や環境活動の支援を行っていきます。環境団体に活動・交流の場を提供し人のネット
ワークが広がることで、環境団体の活性化や環境団体の増につながるような工夫に努めていきます。
　また、環境活動推進センター事業をより効率的、効果的に実施できるよう事業の見直しに取り組む
とともに、同センターの運営を受託するＮＰＯ法人の経営体質の改善を目指す協議を行います。

評価と課題

　杉並清掃工場等地域の施設等との連携による講座・講演会や、環境団体との連携等による講座等を
実施し、区民の環境意識の向上を図りました。また、インターネットを活用した講座・講演会の申し
込み受付を開始するとともに、環境団体に向けて講座室の夜間利用の周知を行い区民の利便性を向上
させました。今後も、効率的でより効果の高い事業となるよう見直し等を進めていく必要があります
。また、登録環境団体については、構成員の平均年齢の上昇等により活動が困難になった団体がある
等、登録団体数は減少傾向にあることから、各団体同士の連携を促すことや登録団体の利点等を一層
周知する等により登録数の増加を目指していきます。

令和 3年度の方針（Ａｃｔｉｏｎ）
予算の方向性
（見直しの視点）

　Ⅰ.事業コストの方向性 現状維持

　Ⅱ.事業の改善の方向性


